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岩手沿岸南部広域環境組合議会議員の議員報酬等に関する条例 

 

平成２０年１２月 １日 条例第４号  

 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条第４項の規

定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支

給方法を定めることを目的とする。 

 （議員報酬の額） 

第２条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬は、年額とする。 

２ 議員報酬の額は、別表第１のとおりとする。 

 （議員報酬の支給の始期等） 

第３条 議長及び副議長にはその選挙された日の翌日から、議員にはその職に就いた

当日分から日割計算によりそれぞれの議員報酬を支給する。 

２ 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職若しくは除名（以下「退職等」と

いう。）により、議長、副議長若しくは議員でなくなったとき又は議会が解散された

ときはその日まで、日割によって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、死亡

したときには、その当日分までの議員報酬を日割計算により直ちに支給する。 

３ 前２項の日割計算の方法は、それぞれの議員報酬を、その年の日数で除した額に、

その年の在職日数を乗じて得た額とする。 

４ 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。 

 （議員報酬の支給方法） 

第４条 前条の議員報酬は、毎年３月にこれを支給し、その支給方法については、一

般職の職員の例による。ただし、退職等の場合は直ちに支給するものとする。 

 （費用弁償） 

第５条 議長、副議長及び議員が職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。 

２ 前項の費用弁償の額は、一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし、内国

を旅行した場合に支給する車賃、日当、宿泊料及び食卓料については別表第２に定

めるところによる。 

３ 第１項の費用弁償の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例によ

る。 



 

２ 

 （補則） 

第６条 この条例の実施に関し、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

別表第１（第２条関係） 

職名 議員報酬年額 

議長 ３３，０００円 

副議長 ３０，０００円 

議員 ２９，０００円 

 

別表第２（第５条関係） 

 車賃、日当、宿泊料及び食卓料 

車賃（１キ

ロ メ ー ト

ルにつき） 

日当（１日につき） 宿泊料（１夜につき） 食卓料（１

夜につき） 用務地が県

外の場合 

用務地が県

内の場合 

用務地が県外

の場合 

用務地が県内

の場合 

円 

３７ 

円 

１，３５０ 

円 

１，３００ 

円 

１３，５００ 

円 

１２，５００ 

円 

２，２００ 

 


